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東日本高速道路株式会社 関東支社 

高崎管理事務所 



１．件名 

令和 7年度 雪氷期簡易ＬＥＤ情報板レンタル契約 

 

２．概要 

２－１ 内容 

降雪による高速道路及び隣接道路通行止めの際、高速道路を走行するドライバーへの迂

回情報等を案内するため、簡易ＬＥＤ情報板をレンタルするもの。 

 

２－２ 納入場所  

東日本高速道路株式会社 関東支社 高崎管理事務所 

（住所：群馬県高崎市島野町８３１） 

 

２－３ 納入期日 

   納入期日については、以下の通りとし詳細な時期、物品の種別・数量については別途通

知する。 

納入期日 物品の種別・数量 

令和７年１１月２７日 ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板Ａ ６台 

 

 

２－４ レンタル期間 

   レンタル期間については、以下の通りとし詳細な時期、物品の種別・数量については別

途通知する。 

使用期間 物品の種別・数量 

令和７年１２月１日～ 

令和８年３月２３日 

（４か月レンタル） 

ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板Ａ ６台 

 

２－５ 契約期間 

   契約締結日の翌日から令和８年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．物品の概要 

３－１ ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板 

３－１－１ 仕様  

   ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板の仕様については以下の通りとする。 

ソーラー式（無日照条件下で３日以上稼働） 

    屋外使用可能な防水構造 

    ブリンク表示対応、表示内容を５０パターン以上設定できるもの 

タイマー機能内蔵式（表示ＯＮ・ＯＦＦをタイマーにてセット可能） 

遠隔操作機能内蔵式（設置現場から離れた屋内の執務室等から表示内容の変更

操作が可能、表示内容の確認が出来るもの。） 

 

３－１－２ 種別 

   ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板の単価表の項目の種別は、下表の通りとする。 

単価表の項目 区分内容 

ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板Ａ 表示パネル（縦×横）：４列×４列（１６面） 

１パネルサイズ：３２０ｍｍ以上 

フルカラー表示 

 

３－１－３ 支払 

電源式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板の支払いは、本仕様書７『レンタル料の請求及び支払

い』及び本仕様書８『支払手続き』によるものとし、この契約単価には、レンタル代、保

守費用、通信費等のすべての費用を含むものとする。 

 

３－２ 運搬費 

３－２－１ 定義 

   運搬費とは発注者の指示に従い、２－２「納入場所」に示す場所に納品・回収するもの

である 

      

３－２－２ 種別 

   運搬費の単価表の項目の種別は、下表の通りとする。 

単価表の

項目 

納品 

時期 

回収 

時期 

物品の種別・台数 

運搬費Ａ 令和７年 

１１月２７日 

令和８年 

３月２３日 

ソーラー式遠隔操作簡易ＬＥＤ情報板Ａ ６台 

 

 

 

 



３－２－３ 支払 

運搬費の支払いは、本仕様書７『レンタル料の請求及び支払い』及び本仕様書８『支払

手続き』によるものとし、この契約単価には、発注者の指示する場所への納品・回収に要

するすべての費用を含むものとする。 

 

４．納入検査及び引渡し 

 受注者は、２－２「納入場所」に物品を納入したときは、様式第１号を提出し、納入検

査を受けなければならない。 

 

５．レンタル契約期間中の保守    

レンタル期間中に簡易ＬＥＤ情報板に故障等が発生し、高速道路を走行するドライバー

への情報提供ができなくなった場合には、直ちに簡易ＬＥＤ情報板を修理、もしくは代替

となる同等の簡易ＬＥＤ情報板を使用できるように処置するものとする。これに要する費

用は、原則受注者が負担するものとするが、当社の責による破損等についてはその限りで

はない。 

 

６．協議等 

本業務を履行するに当たり疑義が生じた場合には、発注者と様式第２号の業務協議簿に

より協議し、その指示に従うものとする。 

 

７．レンタル料の請求及び支払い 

   レンタル料の請求は、契約書第３１条によらず次のとおりとする。 

   受注者は、発注者による本仕様書２－４「レンタル期間」に履行確認を受け、レンタル

品の返却を受けた後にレンタル料の支払いを請求することができる。 

   発注者は、支払請求書を受理した場合、その日の翌日から起算して３０日以内に支払う

ものとする。  

 

８．支払手続き 

レンタル料の支払方法は、受注者が指定する金融機関の口座への振込による。また、発

注者が受注者の指定する金融機関の口座へのレンタル料の振込手続きを完了したときをも

って、レンタル料の支払いが完了したものとする。なお、受注者が指定する金融機関の口

座は、日本国内の銀行の本支店とし、銀行振込にかかる手数料等は発注者の負担とする。 

 

９．その他 

   受注者は、受注者の責に帰する理由によるすべての損害、苦情及び負担に関する責任を

負うものとする。 

   ＬＥＤ情報板の表示内容については、契約後発注者の指示する表示内容を設定するもの

とする。 



１０.補足事項 
１０－１ 遠隔操作用機器について 

設置現場から離れた屋内の執務室等からの表示ＯＮ・ＯＦＦ操作、表示内容変更をす

るために別途機器（専用ＰＣ等）が必要な場合には、発注者と別途協議するものとする。 

 

１０－２ 設計図書の変更及び追加について 

次に示す事項については、今後の交通状況、渋滞予測から設計内容を変更する可能性

があるので、受注者は発注者と緊密な連絡を取るとともに、これについて発注者の指示

があった場合は速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は発注者と受注

者で協議して定めるものとする。 

（１）簡易ＬＥＤ情報板の数量を変更する場合がある。 

（２）簡易ＬＥＤ情報板の種別を追加する場合がある。 

（３）簡易ＬＥＤ情報板の数量・種別の変更に伴い、運搬費の変更をする場合がある。 

  （４）運搬費における納入時期・回収時期を変更する場合がある。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

  年  月  日 

東日本高速道路㈱ 高崎管理事務所 
所長 殿 
             

       

住 所           

会社名           

代表者         印 

 

 

 

納品書 

 

 

（件名）令和７年度 雪氷期簡易ＬＥＤ情報板レンタル契約 

 

    納品を別紙のとおり完了したので、届け出ます。 

     （レンタル期間 月 日～ 月 日の〇か月分として） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

業 務 協 議 簿 

  年  月  日 

 

（件名）令和７年度 雪氷期簡易ＬＥＤ情報板レンタル契約 

NO.（   号） 

発議者 □発注者 □受注者 発議年月日 令和  年  月  日 

発議事項 □指示  □協議  □通知  □報告   
□その他（      ） 

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

処理・回答 
□発注者 
□受注者 

上記について受領します。 
［                        ］ 

令和  年  月  日   

（注）電子メールによる伝達とする。 

 


